
船橋市 建設局
都市計画部 都市計画課

令和６年１０月 ７日

第５回 船橋市景観総合審議会



本日の報告項目

①昨年度の取組みについて（報告）
②景観重要建造物等の助成制度について（報告）
③景観協定について（報告）



①昨年度の取組みについて（報告）
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船橋市の取組み

屋外広告物

違反屋外広告物除却数屋外広告物許可件数

395

319

415 424

35,270

43,636
39,763

27,227

2

385

15,308



船橋市の取組み
屋外広告物官民連携実行委員会とは

行政

屋外広告物官民連携事業実行委員会

事業者と行政が連携し、共に研鑚を積み、相互の意思疎通を図るとともに、屋外広告
物に対する制度を広く周知することにより、良好な景観の形成、及び風致を維持し、並び
に公衆への危害の防止に努めるとともに地域の活性化を図っていくことを目的とする。

千葉県 千葉市

船橋市 柏市

（流山市）

事業者

千葉県屋外広告
美術協同組合
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船橋市の取組み

千葉県屋外広告タウンミーティング

千葉県屋外広告物美化キャンペーン

アンケートやポスター掲示により屋外広告物制度の普及・啓発を行うイベント

屋外広告物点検技能講習修了者による安全点検の実演と体験

【令和５年９月３０日 柏駅東口にて開催】

【令和５年１１月２９日 千葉市地方卸売市場にて開催】
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船橋市の取組み
景観計画区域内行為届出書

行為 内訳

建築物 新築 増築 改築 移転 大規模な外観の変更

37 30 7

工作物 新設 増築 改築 移転 大規模な外観の変更

10 9 1

開発行為等 開発行為 開発行為以外

36 35 1

令和5年度 届出件数61件
景観計画区域内行為届出件数

50

79

70
73

※１つの届出で複数の行為を行う場合があるため、届出件数と行為の合計は一致しません。 5

61



船橋市の取組み
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良好な景観の形成を図るための配慮事項

景観形成の配慮事項(市内すべての建築物、工作物、開発行為等)

（１）建築物の建築等に関する配慮事項（地域ごとに設定）
①自然・田園系地域･･･市街化調整区域
②住宅系地域･････････住宅系用途地域
③商業系地域･････････商業系用途地域
④工業系地域･････････工業系用途地域
⑤全地域共通（歴史に配慮する地域、三番瀬等を含む）

（２）工作物の建設等に関する配慮事項

（３）開発行為等に関する配慮事項

通りからの見え方に配慮した
みどりの演出

低層部のまちなみの演出

場内の緑化

通りから
見えにくい位置

【住宅系地域 景観形成の配慮事項例】



船橋市の取組み

景観計画区域内行為完了届出書の事例紹介

【事例 若松２丁目 店舗】
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〔外構等のデザインの工夫〕

◇敷地の接道部においては、塀、柵、生垣・植
栽、地面の仕上げ等に自然素材を積極的に活
用するなどの工夫により、沿道のまちなみの一
体感や連続性の確保、歩行空間の魅力向上に
資するよう努める

景観形成の配慮事項

事業者の配慮事項

歩道に面して植栽を計画することで、周囲の景
観との調和を図る。



船橋市の取組み

景観計画区域内行為完了届出書の事例紹介

【事例 若松２丁目 店舗】
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〔壁面の位置の配慮〕

◇道路境界線から壁面をできるかぎり後退さ
せ、圧迫感の少ない、ゆとりのある空間を確保
し、うるおいあるまちなみ創出に努める

景観形成の配慮事項

事業者の配慮事項

長いストレートモールに対して、部分的に植栽
ポケットとガラス手すりを配置し、施設のファ
サードに賑わいとメリハリを創出する



②景観重要建造物等の助成制度について（報告）
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景観重要建造物・景観重要樹木とは

景観重要樹木

景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な
景観の形成に重要な建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)で国土交通
省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。

景観重要建造物

●景観重要建造物の指定（景観法第１９条第１項 抜粋）

道路その他の公共の場所から望見することのできる建造物のうち、
・船橋市の自然や歴史・文化等の特性が外観に表れた、特徴的な建造物
・地域のシンボルとして、広く市民に親しまれている建造物
・地域の景観上、特に優れた特徴を誇る建造物

道路その他の公共の場所から望見することのできる樹木のうち、
・地域のシンボルとして、広く市民に親しまれている樹木
・船橋市の自然や歴史・文化等の特性が表れた、特徴的な樹容や優れた樹姿を誇る樹木

●指定の方針（船橋市景観計画 抜粋）

●指定の方針（船橋市景観計画 抜粋）

景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即し、景観計画区域内の良好な景観
の形成に重要な樹木で国土交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。

●景観重要樹木の指定（景観法第２８条第１項 抜粋）
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第４回審議会報告資料と同様



船橋市の景観重要建造物・景観重要樹木の指定状況

第１号 第２号 第３号

外観

名称 アンデルセン公園の風車 船橋大神宮の灯明台 廣瀬直船堂

指定日 平成23年12月1日 平成28年4月1日 平成28年4月1日

所有者 船橋市 意富比神社(船橋大神宮) 個人

景観重要建造物

景観重要樹木

景観法第１９条第１項に基づく指定

景観法第２８条第１項に基づく指定

指定なし
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第４回審議会報告資料と同様



全国の景観重要建造物・景観重要樹木の指定状況
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令和6年3月31日時点 国土交通省ホームページより



〇景観重要建造物が指定された場合、相続税算定の際に
利用上の制限に応じた適正評価が受けられる。
（評価額の30％控除）
（財産評価基本通達5）

〇所有者は管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

（景観法第４６条）

〇広告媒体などに指定されている建造物及び樹木であることを
自らが名乗ることができる。

〇市による広報やホームページへの掲載。

景観重要建造物・景観重要樹木に指定されると・・・

広報ふなばし 平成28年4月1日号

5

船橋市の景観重要建造物・景観重要樹木の指定状況

メリット

〇原則外観の変更ができない。変更する場合は景観行政団体の
長から許可を受ける必要がある。

（景観法第２２条（建造物）、第３１条（樹木））

〇所有者及び管理者には景観が損なわれないよう管理義務が
生じる。

（景観法第25条（建造物）、第３３条（樹木））

デメリット



景観重要建造物・景観重要樹木に関する船橋市の現状

現状
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• 修繕が発生した場合、修繕費が高額になることがあり、所有者の負担が大きい。

• 景観法第４６条に「景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者は景観行政団体（船橋
市）に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求める
ことができる。（略）」とされているが、制度が整備されておらず金銭的な援助の求めがあっ
たとしても対応できない。

全国の他自治体の助成制度について調査

修繕が行われず、重要な景観が保全されないという問題が
発生する可能性がある

第４回審議会報告資料と同様



景観重要建造物・景観重要樹木に関する調査結果

7

景観重要建造物 ７３０件（２県１１１市区町）
景観重要樹木 ２７９件（６７市区町村）

全国の景観重要建造物・樹木の他自治体指定状況（令和４年３月３１日時点 国土交通省ホームページより）

景観重要建造物を指定している自治体で助成制度を設けている自治体割合

回答があった自治体数 １０１県市区町
助成制度策定自治体数 ４５市町

回答があった自治体の４５％の自治体が助成制度を策定している

第４回審議会報告資料と同様



景観重要建造物・景観重要樹木に関する調査結果
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助成制度を設けていると回答のあった「政令指定都市」及び「中核市」の制度内容を調査

助成対象範囲

助成率及び助成限度額

〇建造物について、内装修繕や防火工事などの維持のための工事を除き、道路から望見できる
できないに関わらず外観部分の修繕等も助成対象としている自治体が多い。

〇建造物と一体となって良好な景観を形成している敷地内の工作物などの修繕等も助成対象と
している自治体が多い。

〇工事をするための設計等について助成対象としている自治体が多い。
〇樹木について、建造物の助成制度を策定している半数の自治体が助成対象としている。

〇建造物及び樹木に対しての助成率は多くの自治体が助成率２分の１を採用している。
〇建造物に対しての助成限度額は４０１～６００万円としている自治体が多い。
〇樹木に対しての助成限度額は３１～６０万円としている自治体が多い。

４５市町のうちの「政令指定都市」と「中核市」の１６市に「助成対象範囲」及び「助成限度額・
助成率」について調査を実施

調査結果

第４回審議会報告資料と同様



調査結果

工事

景
観
重
要
建
造
物

景
観
重
要
樹
木

⑦樹形の整形等： ８／１６
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⑥工事以外：１０／１６

建造物

④建造物以外の工作物等：１４／１６

⑤防火工事など維持：６／１６

修繕

建造物の外側

建造物の内側

②構造耐力上主要な部分：１４／１６

③内装：５／１６

道路より望見できる箇所：調査なし

①道路より望見できない箇所：１５／１６

⑧樹木以外（倒木防止の支柱など） ： ７／８※

助成対象範囲の整理

※樹木の整形等を助成対象としている自治体の内、樹木以外を対象と
している自治体割合

第４回審議会報告資料と同様



調査結果
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助成限度額の自治体割合助成率の自治体割合

【景観重要樹木】

【景観重要建造物】

64%9%

18%

9%
1/2

3/5

2/3

4/5

0%

27%

64%

0%
9% ～200万

～400万

～600万

～800万

～1000万

29%

43%

14%

14%
～30万

～60万

～90万

90万～
72%

14%

14%
1/2

3/5

2/3

助成限度額の自治体割合助成率の自治体割合

※同一の年度内に１つの建造物に対して助成できる限度額及び助成率

※樹形の整形等を行う場合の限度額及び助成率

～２００万

～４００万

～６００万

～８００万

～１，０００万

１／２

３／５

２／３

４／５

～３０万

～６０万

～９０万

９１万～

１／２

３／５

２／３

助成限度額及び助成率

N＝１１ N＝１１

N＝７
N＝７

※Nは回答がなかった自治体及び予算の範囲内と回答した自治体を除いた数

第４回審議会報告資料と同様



第４回の景観総合審議会でいただいた意見
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①助成制度に否定的な意見はなかった。

②限度額を設けてしまうと救えない場合があるのではないか？

③所有者が「個人の場合」と「法人等の場合」や 建物が「個人宅の場合」と「一
般に公開されているような建物の場合」で限度額や助成率に差を設けても
いいのではないか？

④景観重要建造物と文化財の助成制度を整理する必要性があるのでは
ないか？
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●外観の修繕等に関する事業
（外壁、屋根、建具など建造物の外観を構成する箇所の修繕等を想定）

●外観を維持するために必要な構造上の修繕等に関する事業
（柱、梁、小屋組みなど建造物の構造部分の修繕等を想定）

●景観重要建造物に付帯する各種設備等の修繕等に関する事業
（建物と一体となって良好な景観を形成している敷地内の門、塀、植栽、広告物などの修繕等を想定）

●上記3つの事業に関する設計や測量等

助成の対象

検討中の助成制度

景観重要建造物

景観重要樹木

●樹形の整形に関する事業
（剪定や枝の処理など）

●倒木及び枯損防止等に関する事業
（倒木を防止するための設備の設置や病害虫駆除など）



13

「景観重要建造物」及び「景観重要樹木」ともに助成対象となる
事業経費の「２分の１」

助成率

検討中の助成制度

助成の限度額

「景観重要建造物」：５００万円（予算の範囲内）
「景観重要樹木」 ：５０万円（予算の範囲内）

※災害等により損壊した景観重要建造物等の現状復旧に係る事業で
市長が特に必要があると認めるときは助成率、限度額に制限を設けない。

※景観重要建造物において同一箇所に対する助成金の額は、１０年間で５００万円とする。



第４回の景観総合審議会でいただいた意見への対応
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審議会意見 対応

①
助成制度に否定的な意見は
なかった

助成制度の作成を進める。

②
限度額を設けてしまうと救えな
い場合があるのではないか？

災害等により損壊した場合で市長が特に必要と認めた場合
は上限を設けない例外規定を設けた。

③

所有者が「個人の場合」と「法
人等の場合」や 建物が「個人
宅の場合」と「一般に公開され
ているような建物の場合」で限
度額や助成率に差を設けても
いいのではないか？

指定された建造物及び樹木は一律に維持及び保存されるべ
きものと考えているため、所有者や建造物の性質によって
限度額や助成率に差を設けることは考えていない。
自治体の要綱を調査したが所有者や建造物によって限度額
や助成率に差を設けている自治体は見つけられなかった。



第４回の景観総合審議会でいただいた意見への対応
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審議会意見 対応

④
景観重要建造物と文化財の
助成制度を整理する必要性
があるのではないか？

〇文化財保護法に規定する国宝、重要文化財、特別史跡名
勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定された
ものは景観重要建造物には指定できない。
（法第19条第3項）

〇千葉県や船橋市の指定文化財と景観重要建造物を重複し
て指定することは可能。
※船橋大神宮の灯明台は県指定有形民俗文化財

（参考）
船橋市の文化財に対する補助金制度
《建造物の修理工事の場合》
「船橋市文化財保護事業補助金交付要綱」
⇒補助対象経費の２分の１（予算の範囲内）



策定までのスケジュール

作成した要綱（案）を付議
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第４回

景観

総合

審議会

R6.１.2３

助成
制度に
ついて
検討

第５回

景観

総合

審議会

要綱

施行

要綱
（案）

作成

第６回

景観

総合

審議会

ご意見を盛り込んだ
助成に関する要綱（案）を作成

作成した助成制度の概要を報告

R6.10.7 R6年度


